
［特約条項］

　（貸付の停止等）
第１条　　群馬県社会福祉協議会は、借受人が第２条の各号の一に該当する場合、又は群馬県社会福祉協
　議会の求めに対し回答や報告を行わなかった場合には、将来に向かって貸付を停止し、又は既にしている
　貸付内容を変更することができる。
２　都道府県社会福祉協議会は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、借入金の全部または一部に
　つき一時償還を請求し、又は将来に向かって借入金の振込を停止することができる。

社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会　殿 　　①　借入金を、他に流用したとき
　　②　虚偽の申込みその他不正な手段による借入れを行ったとき

※太枠内を漏れなくご記入ください。 令和　　　年　　　月　　　日 　　③　故意に貸付金の償還を怠ったとき

　（変更の届出）
第２条　借受人は、次の事項に該当する場合には、すみやかに群馬県社会福祉協議会に届け出なければな
　らない。
　　①　住所等の変更があったとき
　　②　借受期間中に就職したとき
　　③　他の公的な給付又は貸付が決定したとき又は却下されたとき
　　④　世帯の状況に著しい変更があったとき
　　⑤　連帯保証人の状況に著しい変更があったとき
　　⑥　その他群馬県社会福祉協議会が定めた事項

　（延滞利子）
第３条　借受人は、償還期限までに貸付金を償還しなかったときは、延滞元金につき年３％の利率をも
　って、当該償還期限の翌日から支払いの日までの日数により計算した延滞利子を支払わなければならない。

　（連帯保証人）
第４条　連帯保証人は、この契約により生ずる一切の債務につき、借受人と連帯してその責を負う。

　（管轄裁判所の合意）
第５条　群馬県社会福祉協議会と借受人又は連帯保証人との間で調停又は訴訟の必要が生じた場合には、
　群馬県社会福祉協議会の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

私は、生活福祉資金貸付制度要綱に基づき、特約条項を承認のうえ、下記要項に同意し、借用いたします。
　（雑則）

［借入要項］ 第６条　借受人及び連帯保証人は、本借用書に記載した個人情報について、本制度に必要な範囲で利用し、

　第三者に提供することを予め同意することとする。
１ 貸付金の借入

貸付金の種類　 生活支援費
借入総額 600,000600,000600,000600,000 円
借入期間 3333 ヶ月 会計 地区 年度 資金 貸付コード 社会福祉協議会
借入月額 200,000200,000200,000200,000 円 地 　区 　民 　協
受領方法 借受人が指定する金融機関口座への振込による

２ 貸付金の利子
据置期間は、最終貸付日から　　１２１２１２１２ 月とする。
貸付金の利子は、据置期間終了後、元金に対して年０パーセントとする。

３ 貸付金の償還
据置期間 12121212 ヶ月
償還期間 120120120120 ヶ月
償還方法 据置期間終了後、月賦償還（元金利子均等償還）

借受人指定の金融機関等口座

02.04.28
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群馬　太郎群馬　太郎群馬　太郎群馬　太郎 印

氏名

住所

氏名

生活福祉資金（総合支援資金）借用書

（借受人）　　　　※　本人が署名して下さい。

住所

氏名

（法定代理人）　※　本人が署名して下さい。

住所

（法定代理人）　※　本人が署名して下さい。

（連帯保証人）　※　本人が署名して下さい。

住所

氏名

普通・当座 口座番号

氏名

（連帯保証人）　※　本人が署名して下さい。

住所

口座名義（フリガナ）

◯◯銀行◯◯銀行◯◯銀行◯◯銀行 ◯◯支店◯◯支店◯◯支店◯◯支店 普通普通普通普通 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ グンマ　タロウグンマ　タロウグンマ　タロウグンマ　タロウ

金融機関等名 支店名

法定代理人

法定代理人

１枚目 ２枚目

整 理 番 号

借受人氏名

連帯保証人

連帯保証人

市区町村社協
民　　　　　　協

印 印

日付は記入しないでください。日付は記入しないでください。日付は記入しないでください。日付は記入しないでください。

借入申込書に記入した内容を記入してください。借入申込書に記入した内容を記入してください。借入申込書に記入した内容を記入してください。借入申込書に記入した内容を記入してください。

借入申込書に押印した印と同じものを押印してください。借入申込書に押印した印と同じものを押印してください。借入申込書に押印した印と同じものを押印してください。借入申込書に押印した印と同じものを押印してください。

貸付金を送金する金融機関の口座情報を貸付金を送金する金融機関の口座情報を貸付金を送金する金融機関の口座情報を貸付金を送金する金融機関の口座情報を

記入してください。記入してください。記入してください。記入してください。

この欄は担当職員が記入します。この欄は担当職員が記入します。この欄は担当職員が記入します。この欄は担当職員が記入します。

償還期間内に返済ができなかった場合、延滞元金に対して延滞利子が３％かかります。償還期間内に返済ができなかった場合、延滞元金に対して延滞利子が３％かかります。償還期間内に返済ができなかった場合、延滞元金に対して延滞利子が３％かかります。償還期間内に返済ができなかった場合、延滞元金に対して延滞利子が３％かかります。

ご注意ください。ご注意ください。ご注意ください。ご注意ください。


